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結第第序
…五　一　一
回ロ　ー

　阜阜
序

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
」

　
　
　
1
公
開
買
付
市
場
規
制
を
中
心
と
し
て
1

判
例
の
展
開

判
例
及
ぴ
学
説
の
検
討

　
市
場
に
お
け
る
イ
ン
テ
ィ
グ
リ
テ
ィ
ー
（
巨
8
宵
岸
く
）
を
害

す
る
一
類
型
と
し
て
「
相
場
操
縦
（
昌
竃
冒
巨
き
昌
）
」
が
挙
げ

　
（
1
）

ら
れ
る
。
本
稿
は
、
公
開
買
付
市
場
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
」

を
そ
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
公
開
買
付
け
と

は
「
会
杜
の
支
配
権
の
取
得
ま
た
は
強
化
そ
の
他
の
目
的
で
、

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
対
し
、
公
告
に
よ
り
株
券
等
の
買
付

概
念
に
関
す
る
若
干
の
考
察

芳
　
　
賀

良

け
等
の
申
込
み
ま
た
は
売
付
け
等
の
申
込
み
の
勧
誘
を
行
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

有
価
証
券
市
場
外
で
株
券
等
の
買
付
け
等
を
す
る
こ
と
L
を
言

う
。
右
の
よ
う
に
公
開
買
付
け
は
取
引
所
外
で
な
さ
れ
る
が
、

取
引
所
外
に
お
い
て
も
個
々
の
契
約
が
多
数
累
積
さ
れ
る
と
価

格
形
成
機
能
を
有
す
る
一
つ
の
市
場
と
し
て
観
念
し
得
る
と
考

え
る
。
そ
の
意
味
で
、
公
開
買
付
市
場
は
発
行
市
揚
と
同
様
に

抽
象
的
な
市
場
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
証
券
取
引
法
を
「
市

場
法
」
と
し
て
構
成
す
る
立
場
か
ら
、
流
通
市
場
を
基
軸
と
し
、

発
行
市
場
を
流
通
市
場
へ
の
「
参
入
」
の
局
面
と
し
て
、
公
開

買
付
市
場
を
流
通
市
場
か
ら
の
「
離
脱
」
の
局
面
と
し
て
把
握

　
　
　
　
（
3
）

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
市

場
に
幸
け
る
相
場
操
縦
規
制
を
統
一
的
に
把
握
し
得
る
と
考
え
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る
。　

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
証
券
取
引
法
の
母
法
の
一
つ
で
あ
る

一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
（
ω
8
膏
ま
窃
向
き
ぎ
屋
①
＞
o
け

o
；
㊤
窪
）
に
お
い
て
、
公
開
買
付
け
の
局
面
を
対
象
と
す
る
一

四
条
e
項
は
「
相
場
操
縦
的
な
（
彗
彗
旨
邑
き
く
①
）
な
行
為
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

し
く
は
慣
行
」
を
な
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本

稿
に
お
い
て
は
本
条
の
「
相
場
操
縦
的
」
と
い
う
文
言
に
関
す

る
判
例
及
び
学
説
の
解
釈
を
検
討
し
、
公
闘
買
付
市
場
に
お
け

る
「
相
場
操
縦
」
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
（
1
）
　
本
稿
の
対
象
た
る
「
相
場
操
縦
」
は
、
証
券
取
引
法
に
お

　
　
け
る
「
相
場
操
縦
」
に
限
定
す
る
。
な
お
、
証
券
取
引
法
に
お

　
　
け
る
「
相
場
操
縦
」
に
関
す
る
主
な
論
稿
と
し
て
以
下
を
参
照
。

　
　
　
河
本
一
郎
「
取
引
所
市
場
の
規
制
」
『
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
証

　
　
券
取
引
法
』
（
下
巻
）
三
四
一
頁
以
下
。

　
　
　
小
林
成
光
「
支
配
株
の
売
買
（
三
）
1
会
杜
支
配
に
重
大

　
　
な
影
響
を
与
え
る
株
式
取
得
に
関
す
る
法
的
諸
間
題
－
」
大

　
　
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
第
三
三
巻
第
二
号
二
二
七
頁
以
下
。

　
　
　
神
埼
克
郎
『
証
券
取
引
の
法
理
』
五
三
九
頁
以
下
。

　
　
　
竹
内
昭
夫
「
相
場
操
縦
の
規
制
・
総
論
」
乱
券
研
究
第
五
〇

　
　
巻
二
一
一
頁
以
下
。

　
　
　
堀
口
　
亘
「
相
場
操
縦
の
禁
止
に
つ
い
て
」
法
学
研
究
2

　
二
＝
二
頁
以
下
百

　
　
堀
口
　
亘
「
相
場
操
縦
と
安
定
操
作
」
『
証
券
取
引
法
体
系
』

　
（
河
本
一
郎
先
生
還
暦
記
念
）
四
八
一
頁
以
下
。

　
　
ま
た
、
商
品
取
引
所
法
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
」
に
関
す
る

　
論
稿
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。

　
　
龍
田
　
節
「
商
品
先
物
市
場
に
お
け
る
相
場
操
縦
」
『
商
品
取

　
引
所
論
体
系
』
1
　
二
〇
二
頁
以
下
。

　
　
土
橋
　
正
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
『
相
場
操
縦
』
の
概
念

　
及
ぴ
『
相
場
操
縦
』
規
制
に
つ
い
て
」
『
商
品
取
引
所
論
体
系
』

　
4
　
一
八
三
頁
以
下
。

（
2
）
　
堀
口
　
亘
『
最
新
証
券
取
引
法
』
一
五
九
頁
。

（
3
）
　
上
村
達
男
「
投
資
老
保
護
概
念
の
再
検
討
－
自
已
責
任

　
原
則
の
成
立
根
拠
　
　
」
専
修
法
学
論
集
第
四
二
号
一
五
頁
参

　
照
。

（
4
）
　
旨
q
ω
1
O
．
＞
1
吻
富
目
（
①
）
（
－
畠
o
）
を
参
照
。
な
お
、

　
本
条
の
邦
訳
と
し
て
は
、
日
本
証
券
経
済
研
究
所
『
外
国
証
券

関
係
法
令
集
　
ア
メ
リ
カ
。
1
〔
改
訂
版
〕
』
九
五
頁
を
参
照
。

　
　
　
第
；
早
判
例
の
展
開

　
本
章
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
第
一
節
で
一
九
三
四
年
証
券
取

引
所
法
一
四
条
e
項
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
第
二
節
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で
同
条
の
「
相
場
操
縦
的
」
と
い
う
文
言
に
関
す
る
判
例
を
概

観
す
る
。
な
お
、
紙
幅
の
制
約
上
、
主
要
な
も
の
に
限
定
す
る
。

第
一
節
■
一
四
条
e
項
に
つ
い
て

　
一
四
条
e
項
は
、
公
開
買
付
時
に
お
け
る
以
下
の
行
為
を
禁

止
し
て
い
る
。
即
ち
、
重
要
事
実
に
関
す
る
真
実
で
は
な
い
記

載
を
な
す
こ
と
、
誤
解
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
必
要
な
重
要

な
事
実
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
、
ま
た
は
詐
歎
的

（
守
彗
旨
－
①
津
）
、
欺
購
的
（
ま
8
呂
き
）
も
し
く
は
相
揚
操
縦

的
（
昌
竃
旨
邑
津
才
①
）
な
行
為
も
し
く
は
慣
行
を
行
う
こ
と
を

　
　
　
　
（
1
）

禁
止
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
一
九
三
四
年

証
券
取
引
所
法
一
〇
条
b
項
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
的
」
と
い

う
文
言
の
解
釈
に
関
し
て
「
相
場
操
縦
」
の
本
質
を
不
実
表
示

ま
た
は
不
開
示
と
解
す
る
余
地
の
あ
る
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の

判
決
が
存
在
す
る
。
こ
の
た
め
、
公
開
買
付
時
に
お
け
る
投
資

老
保
護
を
如
何
に
確
保
す
る
か
と
い
う
観
点
と
の
関
連
に
お

（
2
）

い
て
、
一
四
条
e
項
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
的
」
と
い
う
文
言

を
如
何
に
解
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
二
章
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
私
見
に
よ
れ
ぱ
一
〇
条

b
項
に
関
す
る
判
例
は
一
四
条
e
項
の
文
言
に
関
す
る
解
釈
に

影
響
し
な
い
と
考
え
る
が
、
一
〇
条
b
項
に
お
け
る
「
相
場
操

縦
的
」
と
い
う
文
言
に
関
す
る
判
例
は
後
述
す
る
一
四
条
e
項

に
関
す
る
判
例
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
議
論
の

展
開
上
、
あ
え
て
一
〇
条
b
項
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
的
」
と

い
う
文
言
に
関
す
る
判
例
を
先
に
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。
■

　
一
〇
条
b
項
は
、
証
券
の
買
付
け
ま
た
は
売
付
け
に
関
し
て

「
相
場
操
縦
的
」
ま
た
歎
聴
的
な
策
略
（
亭
三
8
）
、
も
し
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

術
策
（
8
暮
ユ
く
彗
8
）
を
用
い
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
一

〇
条
b
項
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
的
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
判
例
と
し
て
向
ヨ
g
俸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

向
昌
g
＜
由
8
籏
①
5
撃
判
決
に
よ
る
と
、
「
そ
れ
は
証
券
の
価

格
を
支
配
し
ま
た
は
価
格
に
人
為
的
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

よ
り
、
投
資
老
を
欺
聴
又
は
詐
取
す
る
こ
と
を
も
く
ろ
む
意
図

的
（
津
昌
饒
O
畠
一
）
ま
た
は
故
意
的
（
乏
冒
巨
）
行
為
で
あ
る
」

　
（
5
）

と
す
る
。
ま
た
、
ω
彗
冨
｝
①
－
邑
易
旨
庁
ω
し
＝
o
・
く
．
o
8
g
判

　
　
　
（
6
）

決
に
よ
れ
ば
、
「
相
場
操
縦
」
と
い
う
文
言
の
特
殊
性
を
指
摘
し

た
前
述
の
宰
易
け
俸
向
ヨ
g
く
■
8
巨
①
5
胃
判
決
を
引
用
し

た
後
、
「
当
該
文
言
は
、
ミ
轟
｝
ω
巴
9
竃
斗
9
＆
◎
a
①
『
ま
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た
は
雪
①
q
田
q
＆
、
ユ
8
の
よ
う
な
人
為
的
に
市
場
活
動
に
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
投
資
老
を
欺
く
こ
と
を
意
図
し
た
慣
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
こ
と
を
一
般
に
指
す
L
と
す
る
。
そ
し
て
他
の
判
例
を
引
胤

（
8
）

し
て
、
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
の
基
本
的
目
的
を
完
全
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

示
（
ざ
自
昌
ω
⊆
o
竃
冨
）
で
あ
る
と
す
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
見
解
と
し
て
次

の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
即
ち
、
　
一
〇
条
b
項
に
お
け
る

「
相
場
操
縦
的
」
と
い
う
文
言
は
証
券
市
場
に
お
け
る
証
券
の

価
格
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
一
九
三
四

年
証
券
取
引
所
法
の
基
本
的
目
的
を
完
全
開
示
で
あ
る
と
す
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
本
質
的
要
素
の
一
つ
と
し
て
「
不
開
示
」
が

あ
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
次
節
で
一
四
条
e
項
に
関
す
る
判
例
を
概
観
す

る
こ
と
と
す
る
。

第
二
節
判
例
理
論
の
展
開

　
ま
ず
最
初
に
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
が
一
九
三
四
年
証
券
取

引
所
法
に
関
す
る
一
九
六
八
年
改
正
の
趣
旨
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
な
立
場
を
取
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
こ
の
点
に
言
及

し
た
雪
肩
『
く
．
O
＝
ユ
ω
・
O
S
津
－
邑
易
巨
鶉
一
－
昌
．
判
決
に
よ

（
1
0
）

れ
ぱ
、
本
法
が
必
要
な
情
報
を
投
資
老
に
与
え
る
こ
と
の
み
を

意
図
し
て
い
る
こ
と
は
立
法
老
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

　
　
（
u
）

る
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
改
正
の
趣
旨
を
情
報
の
完
全
開

示
の
み
に
よ
っ
て
公
開
買
付
け
に
直
面
し
た
投
資
者
を
保
護
す

る
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
疑
問
視
す
る
判
決
が
現
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

た
。
睾
o
竃
O
o
君
。
く
．
く
胃
與
穿
9
0
昌
O
o
、
判
決
で
あ
る
。

本
件
は
「
ロ
ッ
ク
ア
ッ
プ
（
一
〇
鼻
－
ξ
）
」
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
「
ロ
ッ
ク
ア
ヅ
プ
」
と
は
、
最
広
義
で
は
第
三
老
に
よ
る
公

開
買
付
け
に
関
す
る
競
争
を
不
可
能
ま
た
は
少
な
く
と
も
抑
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
B
）

も
し
く
は
防
止
す
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
指
す
。
よ
り
具
体
的
に

は
、
も
し
公
開
買
付
老
が
会
杜
支
配
権
を
獲
得
す
る
場
合
に
は

会
杜
の
重
要
な
資
産
を
譲
り
受
け
る
と
す
る
オ
プ
シ
目
ン
を

（
対
象
会
杜
の
）
経
営
老
が
友
好
的
な
者
に
付
与
す
る
こ
と
を

（
M
）

指
す
。
本
件
の
概
略
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

…
〇
一
邑
O
o
｛
、
が
竃
胃
呉
ぎ
目
9
－
O
o
・
（
以
下
、
竃
胃
φ
苧
o
曽

と
す
る
。
）
の
株
式
を
一
株
八
五
ド
ル
で
買
付
け
る
公
開
買
付

け
の
実
施
等
を
発
表
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
昌
四
轟
ま
昌
は

U
杜
及
び
U
杜
の
親
会
杜
と
の
問
で
以
下
の
合
意
に
達
し
た
。
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①
U
杜
が
竃
胃
津
ブ
昌
株
三
〇
〇
〇
万
株
を
一
株
＝
一
五
ド

ル
で
公
開
買
付
け
を
な
し
、
そ
の
後
両
杜
が
合
併
す
る
。
い
わ

ぱ
そ
の
見
返
と
し
て
、
②
冨
胃
”
夢
昌
の
未
発
行
株
一
〇
〇
〇

万
を
一
株
九
〇
ド
ル
で
購
入
す
る
オ
プ
シ
目
ン
及
び
③

冨
彗
印
亭
冒
の
油
田
に
対
す
る
権
益
を
二
八
億
ド
ル
で
購
入
す

る
オ
プ
シ
冒
ン
を
U
杜
に
付
与
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
同
判
決
の
多
数
意
見
は
、
一
〇
条
b
項
は
公
開

買
付
け
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
証
券
の
購
入
又
は
売
却
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
「
相
場
操
縦
」
に
対
す
る
文
言
が
一
四
条
e

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

項
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
と
す
る
。
「
相
場
操
縦
」
と
は
人

為
的
手
段
即
ち
供
給
と
需
要
の
自
然
な
均
衡
（
亭
①
竃
巨
s
一

｛
冒
8
ω
o
｛
誓
君
気
彗
①
ま
昌
凹
邑
）
と
は
無
関
係
な
手
段
に

よ
っ
て
、
証
券
市
場
又
は
証
券
の
価
格
へ
影
響
を
及
ぽ
す
も
の

　
　
　
　
＾
1
6
）

で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
向
；
g
俸
向
∋
ω
↓
く
．
｝
8
巨
①
－
o
R

判
決
及
ぴ
ω
彗
冨
思
－
邑
易
巨
①
9
宇
o
．
＜
．
o
篶
昌
判
決
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

的
要
件
に
関
す
る
判
例
理
論
を
踏
襲
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
ロ

ッ
ク
ア
ヅ
プ
」
オ
プ
シ
冒
ン
の
害
悪
性
を
指
摘
し
、
本
件
オ
プ

シ
ョ
ン
は
、
竃
胃
φ
亭
昌
普
通
株
式
に
対
す
る
公
開
買
付
市
場

（
苛
邑
胃
　
◎
寓
實
　
昌
胃
ぎ
け
）
に
お
い
て
人
為
的
な
天
井
価
格

（
胃
↓
彗
o
邑
肩
－
8
8
旨
目
胴
）
を
作
出
す
る
効
果
が
あ
る
が
故

に
本
条
の
「
相
場
操
縦
的
行
為
ま
た
は
慣
行
」
に
該
当
す
る
と

（
1
8
）

す
る
。
ま
た
「
相
場
操
縦
的
」
策
略
を
単
に
完
全
開
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
本
条
を
遵
守
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
改
正
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

趣
旨
に
反
す
る
旨
、
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
が
、
前
述
の

勺
旨
雪
く
。
O
サ
ま
－
O
S
津
巨
O
易
巨
①
ω
し
9
。
判
決
を
無
視
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本

判
決
は
「
相
場
操
縦
」
の
本
質
を
価
格
へ
の
人
為
性
と
捉
え
る

た
め
、
完
全
開
示
の
み
に
よ
る
相
場
躁
縦
規
制
で
は
不
十
分
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
同
様
に
、
証
券
取
引
所
法
改
正
の
趣
旨
を
完
全
開
示
の
み
に

よ
る
投
資
老
保
護
に
限
定
し
な
い
判
決
と
し
て
、
U
四
冨

軍
o
訂
＞
8
巨
ω
三
9
0
o
｛
。
＜
．
U
津
津
ぎ
し
冒
．
事
件
に
対
す

　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
一
審
判
決
が
あ
る
。
本
件
の
事
案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
∪
津
9
き
二
弓
．
（
以
下
、
∪
津
呉
き
と
す
る
。
）
と
C

杜
が
U
斗
斗
き
の
全
て
の
杜
外
株
を
一
株
一
・
○
○
ド
ル
で

購
入
す
る
と
す
る
合
併
の
合
意
を
な
し
た
。
一
方
、
U
印
訂

甲
o
訂
＞
8
巨
ω
ま
昌
O
o
暑
・
は
、
∪
斗
斗
ぎ
株
を
一
株
一
・

二
五
ド
ル
で
買
付
け
る
公
開
買
付
け
を
公
告
し
た
。
C
杜
は
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U
津
斗
き
と
の
交
渉
の
後
、
U
9
算
き
株
を
一
株
一
・
四
〇
ド

ル
で
購
入
す
る
新
た
な
合
併
の
合
意
を
な
し
た
。
そ
の
見
返
と

し
て
、
U
斗
算
き
は
C
杜
に
対
し
て
杜
外
株
の
総
数
の
二
倍
の

量
に
当
た
る
授
権
資
本
内
の
未
発
行
株
を
購
入
す
る
オ
プ
シ
目

ン
を
付
与
し
た
。
こ
れ
が
本
件
に
お
け
る
「
ロ
ヅ
ク
ア
ッ
プ
」

オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
一
審
判
決
は
、
一
〇
条
b
項
の
分
析
を
公
開

買
付
け
の
局
面
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、

そ
の
理
由
と
し
て
「
な
ぜ
な
ら
、
．
完
全
開
示
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

に
お
い
て
で
さ
え
、
公
開
買
付
け
の
争
い
（
箒
邑
胃
o
箒
『
げ
苧

巨
①
）
は
極
度
の
圧
迫
を
生
み
出
し
、
投
資
判
断
を
ゆ
が
め
た
り

妨
げ
さ
え
す
る
戦
術
（
g
o
巨
8
）
を
必
然
的
に
伴
う
か
ら
で
あ

　
　
　
＾
2
2
）

る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
採
択
さ
れ
た
法
律
は
、
情
報
を
供
給

す
る
の
み
な
ら
ず
情
報
を
使
用
す
る
公
正
な
機
会
を
保
障
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

こ
と
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
ま
た
「
ロ
ヅ
ク

ア
ヅ
プ
」
オ
プ
シ
ョ
ン
の
無
効
性
を
検
討
す
る
過
程
に
お
い
て
、

本
条
の
「
相
場
操
縦
」
を
「
情
報
を
開
示
さ
れ
た
株
主
が
投
資

判
断
を
な
す
こ
と
（
異
胃
9
ω
①
艮
ま
ざ
『
昌
＆
争
饒
冨
ぎ
巳
雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
別
）

9
0
｝
8
）
を
不
当
に
妨
げ
る
行
為
に
限
定
す
る
」
と
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
本
判
決
は
一
定
の
「
ロ
ヅ
ク
ア
ヅ
プ
」
を
有
用
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）

故
に
正
当
化
す
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
本
件
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
6
）

「
ロ
ッ
ク
ア
ヅ
プ
」
オ
プ
シ
ョ
ン
は
違
法
で
あ
る
と
す
る
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

お
、
本
判
決
は
控
訴
審
で
破
棄
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
問
題
に
対
す
る
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
見
解
を
明
確
に

し
た
の
が
、
ω
庄
昌
亭
雪
く
．
困
冒
巨
揖
昌
z
o
『
ま
實
貝
－
昌
．
判

　
　
（
2
8
）

決
で
あ
る
。
本
件
事
案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

困
胃
－
弐
阻
冒
乞
◎
『
亭
①
；
L
コ
o
．
（
以
下
団
胃
ヨ
阻
g
と
す
る
）

は
、
そ
の
子
会
杜
に
よ
っ
て
E
杜
の
株
式
を
一
株
二
四
ド
ル
で

二
五
一
〇
万
秩
取
得
す
る
公
開
買
付
け
の
申
込
を
行
っ
た
。
と

こ
ろ
が
交
渉
の
結
果
、
｝
弓
；
倶
昌
は
E
杜
の
役
員
等
に
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

的
利
益
を
与
え
、
上
記
公
開
買
付
け
を
撤
回
し
、
E
杜
か
ら
同

杜
の
株
式
を
一
株
二
四
ド
ル
で
約
四
一
七
万
株
を
取
得
し
か
つ

二
一
〇
〇
万
株
の
み
一
株
二
四
ド
ル
で
取
得
す
る
公
開
買
付
け

を
実
施
し
た
。
こ
の
一
連
の
行
為
が
一
四
条
e
項
に
違
反
す
る

か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
上
訴
人
の
主
張
の
骨
子
は
、
①
「
詐
歎

的
、
歎
購
的
又
は
相
場
操
縦
的
な
行
為
も
し
く
は
慣
行
」
と
い

う
文
言
は
、
完
全
開
示
が
な
さ
れ
て
は
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

標
的
会
杜
の
株
価
に
人
為
的
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
も
含
む
、
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②
本
条
の
目
的
は
十
分
か
つ
真
実
の
情
報
を
投
資
者
に
与
え
る

こ
と
よ
り
も
広
い
、
と
い
う
点
に
要
約
さ
れ
る
。

　
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
ま
ず
①
に
つ
い
て
、
「
相
場
操
縦

的
」
と
い
う
文
言
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
当
該
用
語
の

通
常
の
解
釈
に
反
す
る
と
し
、
そ
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
（
投

資
老
を
）
「
歎
聴
し
又
は
詐
取
す
る
こ
と
を
も
く
ろ
む
」
と
い
う

箇
所
を
イ
タ
リ
ヅ
ク
体
に
し
て
、
卑
房
け
俸
軍
易
け
く
・

｝
O
O
巨
①
巨
艘
判
決
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
」
の
定
義
を
引
用
し

　
（
3
0
）

て
い
る
。
次
に
②
に
つ
い
て
、
改
正
の
趣
旨
を
立
法
目
的
を
公

開
買
付
け
に
直
面
し
た
一
般
株
主
が
十
分
な
情
報
な
し
に
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎝
）

を
迫
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
と
し
、
一
四
条
e

項
が
開
示
以
外
の
目
的
を
も
有
す
る
と
い
う
示
唆
、
あ
る
い
は

「
相
場
操
縦
的
」
と
い
う
文
言
に
関
し
て
、
裁
判
所
に
公
開
買
付

け
の
実
質
的
な
公
正
を
監
督
さ
せ
る
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
示
唆
は
、
立
法
過
程
か
ら
は
得
ら
れ
な
い

　
（
3
2
〕

と
す
る
。

そ
し
て
、
「
一
四
条
e
項
で
使
用
さ
れ
る
『
相
場
操
縦
的
』
と
い

う
文
言
は
、
不
実
表
示
（
昌
尉
昌
肩
窃
g
冨
巨
冒
）
ま
た
不
開
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竈
）

（
冒
O
邑
ぎ
－
O
ω
昌
①
）
を
必
要
と
す
る
」
と
判
示
す
る
。
本
判
決

に
ょ
り
、
竃
o
g
O
冒
P
く
．
昌
胃
與
亭
昌
9
－
O
o
■
判
決
は
覆

　
　
　
　
　
＾
3
4
）

さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

（
1
）
　
岩
ζ
．
ω
‘
ρ
＞
．
吻
富
目
（
①
）
（
－
竃
o
）
を
参
照
。

（
2
）
　
な
お
、
一
九
六
八
年
に
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
二
二

　
条
d
項
及
ぴ
e
項
並
ぴ
に
一
四
条
d
項
、
e
項
及
ぴ
f
項
に
関

　
す
る
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
奉
…
印
昌
ω
＞
g

　
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
3
）
　
旨
弓
ω
’
ρ
＞
1
吻
富
－
（
σ
）
（
H
竃
o
）
を
参
照
。
な
お
、

本
条
の
邦
訳
と
し
て
は
、
日
本
証
券
経
済
研
究
所
『
外
国
証
券

。
関
係
法
令
集
　
ア
メ
リ
カ
　
ー
〔
改
訂
版
〕
』
六
六
－
六
七
頁
を

　
参
照
。
．

（
4
）
　
§
蜆
ζ
．
ω
」
o
。
㎝
（
畠
ぎ
）
．
な
お
本
判
決
の
紹
介
と
し
て
、

　
島
袋
鉄
男
［
一
九
七
七
］
「
ア
メ
リ
カ
法
」
三
一
一
－
三
一
四
頁

　
を
参
照
。

（
5
）
§
㎝
q
1
ω
1
與
二
〇
〇
－

（
6
）
　
お
o
戸
ω
」
竃
（
畠
ミ
）
．
な
お
本
判
決
の
紹
介
と
し
て
、

　
江
頭
憲
治
郎
二
九
七
九
］
「
ア
メ
リ
カ
法
」
一
七
五
－
一
八
○

　
頁
を
参
照
。

（
7
）
お
o
戸
ω
－
斗
ミ
9

（
8
）
　
＞
弐
＝
斗
①
o
∈
訂
Ω
巨
需
房
‘
O
目
岸
＆
ω
訂
誌
ω
（
ε
①
弓

　
ω
．
嵩
o
o
（
崔
§
）
）
及
ぴ
ω
向
O
く
．
O
岩
津
巴
O
巴
鶉
刃
鶉
①
胃
9

　
｝
目
冨
印
＝
（
ω
畠
o
．
ω
」
o
o
o
（
岩
雷
）
）
で
あ
る
。
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（
9
）
お
o
G
．
ω
．
斗
ミ
ベ
ー

（
1
0
）
　
お
o
戸
ω
」
（
岩
ミ
）
．
な
お
本
判
決
の
紹
介
と
し
て
、
神

崎
克
郎
＝
九
七
八
］
「
ア
メ
リ
カ
法
」
二
六
八
頁
－
二
七
五
頁

　
を
参
照
。

（
u
）
　
巨
．
算
ω
0
1
ω
H
－

（
1
2
）
　
①
竃
戸
墨
ω
3
（
畠
o
。
－
）
．
な
お
、
志
谷
匡
史
「
公
開
買
付

　
の
対
象
会
杜
の
取
締
役
が
行
っ
た
対
抗
手
段
の
適
法
性
」
商
事

法
務
一
ニ
ハ
一
号
四
三
－
四
五
頁
を
参
照
。

（
1
3
）
蜆
－
．
－
◎
ω
ω
俸
－
．
ω
昌
δ
…
＞
～
ω
向
o
冨
冒
易
寄
9

　
ζ
■
＞
昌
o
z
曽
塁
（
ω
a
＆
．
岩
㊤
o
）
．

（
u
）
　
U
1
丙
＞
弓
Z
両
宛
俸
■
＝
＞
S
～
ω
籟
O
O
彗
昌
易
丙
向
O
－

　
d
■
＞
↓
－
O
老
一
〇
＞
ω
同
ω
　
＞
2
U
　
］
≦
＞
↓
向
宛
冒
［
ω
　
o
0
N
0
o
　
（
ト
↓
ブ
　
①
庄
．

岩
旨
）
■
な
お
、
こ
の
場
合
の
重
要
な
会
社
財
産
を
9
o
ミ
目

　
－
①
考
色
と
い
う
。
5
1

（
1
5
）
　
8
㊤
『
墨
津
ω
お
1

（
1
6
）
　
E
．
9
彗
卜

（
1
7
）
　
冨
．

（
1
8
）
　
5
．
津
ω
富
．
　
　
．

（
1
9
）
　
5
．
算
ω
ミ
ー

（
2
0
）
　
　
一
『
1
　
匡
＞
N
目
Z
1
　
一
「
■
固
　
－
＞
峯
　
　
O
｝
　
ω
回
O
O
宛
－
弓
H
回
ω

昌
曽
5
之
畠
o
（
N
ま
＆
．
H
竃
o
）
を
参
照
。

（
2
1
）
　
蜆
雷
句
－
ω
o
o
P
旨
竃
（
H
湯
ω
）
．

（
泌
）
㎝
雷
句
．
ω
ξ
O
1
凹
；
蟹
卜

丙
回
o
1

（
2
3
）

（
別
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

巨
一
9
－
蜆
卜
司
一

巨
－
凹
一
－
｝
蜆
o
．

－
庄
一
顯
↓
－
蜆
蜆
岨
－
］
■
蜆
臼
■
一

H
p
印
庁
H
蜆
①
ド

s
N
戸
N
α
H
（
－
竃
ω
）
．

ミ
ト
O
C
．
ω
．
H
（
岩
O
O
蜆
）
．
な
お
、

山
下
友
信
「
不
実
表
示
を

　
伴
わ
な
い
公
開
買
付
の
撤
回
と
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一

　
四
条
㈲
項
L
商
事
法
務
一
二
〇
三
号
二
三
－
二
五
頁
を
参
照
。

（
2
9
）
　
日
本
法
で
は
公
開
買
付
け
の
撤
回
が
制
限
さ
れ
て
い
る
た

　
め
（
証
券
取
引
法
二
七
条
の
一
一
第
一
項
本
文
）
、
本
件
の
よ
う

　
な
事
例
は
観
念
し
得
な
い
。
し
か
し
、
「
相
場
操
縦
」
に
関
す
る

　
本
判
決
の
見
解
は
重
要
な
の
で
あ
え
て
言
及
す
る
。

（
3
0
）
　
ミ
N
⊂
．
ω
．
津
9

（
3
1
）
　
5
．
斗
o
o
ー
な
お
、
丙
冒
序
豊
く
．
…
o
ω
ヲ
8
勺
著
①
『
O
o
｛
．

　
判
決
（
§
N
戸
ω
。
お
（
岩
葛
）
）
を
引
用
し
て
い
る
。

（
3
2
）
　
巨
．
斗
㊤
．

（
3
3
）
　
巨
．
竺
嵩
．

（
鋼
）
　
蜆
■
－
o
ω
ω
俸
－
ω
両
昌
o
葦
ヌ
望
』
肩
国
自
o
冨
H
ω
一
黒
s
s

　
－
竃
8
．第

二
章
判
例
及
び
学
説
の
検
討

本
章
に
お

い

て
、
い
か
な
る
行
為
が
一
九
三
四
年
証
券
取
引
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所
法
一
四
条
e
項
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
的
」
行
為
に
該
当
す

る
の
か
を
検
討
す
る
。
別
言
す
れ
ぱ
、
公
開
買
付
市
場
に
お
け

る
「
相
場
操
縦
」
概
念
に
関
す
る
諸
見
解
を
検
討
す
る
。

　
前
章
で
検
討
し
た
事
例
は
次
の
二
つ
の
類
型
に
分
類
さ
れ
る
。

第
一
の
類
型
は
、
公
開
買
付
老
が
単
数
で
、
対
象
会
杜
と
の
間

に
何
ら
か
の
経
済
的
利
益
の
授
受
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
第
二

の
類
型
は
、
公
開
買
付
者
が
複
数
で
、
あ
る
公
開
買
付
老
と
対

象
会
杜
と
の
間
に
何
ら
か
の
経
済
的
利
益
の
授
受
が
あ
る
場
合

で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
「
相
場
操
縦
」
の
本
質

を
い
か
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
規
制
の
立
場
が
異
な
る
こ

と
に
な
る
。
公
開
員
付
市
場
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
」
の
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
見
解
が
分
か
れ
る
。

　
・
不
実
表
示
（
邑
弩
名
篶
ω
彗
s
巨
昌
）
ま
た
は
不
開
示

　
　
（
昌
邑
ぎ
一
〇
ω
昌
①
）
を
本
質
と
す
る
見
解
（
後
述
第
一
節
）

　
・
情
報
を
開
示
さ
れ
た
株
主
の
投
資
判
断
（
巽
雪
o
ぎ
　
o
申

　
　
ぎ
｛
畠
昌
＆
讐
彗
竺
o
5
胃
o
ブ
o
－
8
）
に
対
す
る
不
当
な
妨

　
　
害
を
本
質
と
す
る
見
解
（
後
述
第
二
節
）

　
・
対
象
会
杜
と
公
開
買
付
老
と
の
間
に
お
け
る
競
争
的
不
均

　
　
衡
を
本
質
と
す
る
見
解
（
後
述
第
三
節
）

　
・
価
格
へ
の
人
為
性
を
本
質
と
す
る
見
解
（
後
述
第
四
節
）

　
右
の
諸
見
解
を
以
下
で
考
察
し
、
公
開
買
付
市
場
に
お
け
る

「
相
場
操
縦
」
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
節
　
不
実
表
示
ま
た
は
不
開
示
を
本
質
と
す
る
見
解

　
こ
の
見
解
は
公
開
買
付
市
場
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
」
の
本

質
を
不
実
表
示
ま
た
は
不
開
示
と
捉
え
、
一
四
条
e
項
に
お
け

る
「
相
場
操
縦
的
行
為
も
し
く
は
憤
行
」
の
成
立
要
件
と
し
て

不
実
表
示
ま
た
は
不
開
示
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見

解
の
代
表
例
で
あ
る
ω
o
～
①
苧
胃
く
、
｝
膏
豪
揖
昌
之
o
『
艘
①
∋
一

　
　
（
2
）

5
ρ
判
決
を
以
下
で
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
同
判
決
は
、
一

九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
に
お
け
る
一
九
六
八
年
改
正
の
趣
旨

を
公
開
買
付
に
直
面
し
た
一
般
株
主
に
十
分
な
晴
報
を
与
え
る

こ
と
と
し
、
こ
の
趣
旨
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
開
示
制
度
を

　
　
　
（
3
）

位
置
付
け
る
。
言
い
換
え
れ
ぱ
、
改
正
の
趣
旨
を
完
全
開
示
に

よ
っ
て
投
資
者
た
る
株
主
を
保
護
す
る
こ
と
と
解
す
る
見
解
と

言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
　
一
四
条
e
項
の
目
的
を
完
全
開
示

　
　
　
＾
4
）

に
限
定
す
る
。
故
に
、
本
条
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
」
の
成
立

要
件
と
し
て
不
実
表
示
ま
た
は
不
開
示
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
に
よ
れ
ぱ
、
仮
に
公
開
買
付
市
場
に
お
け
る
価
格
形
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成
に
対
し
て
人
為
的
な
影
響
を
与
え
る
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
当
該
行
為
を
な
す
に
あ
た
っ
て
不
実
表
示
ま
た
は
不
開
示

が
存
在
し
な
け
れ
ぱ
「
相
場
操
縦
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
な

る
。
ま
た
本
条
の
目
的
を
完
全
開
示
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

証
券
取
引
一
般
を
規
制
す
る
一
〇
条
b
項
に
関
す
る
判
例
理
論

の
影
響
を
受
け
る
二
と
に
な
る
。

　
右
判
例
の
立
場
に
従
え
ば
、
不
実
表
示
ま
た
は
不
開
示
が
存

在
。
し
な
け
れ
ば
一
四
条
e
項
に
違
反
し
な
い
こ
と
に
な
り
本
条

で
禁
止
さ
れ
る
諸
類
型
は
い
ず
れ
も
不
実
表
示
ま
た
は
不
開
示

を
本
質
と
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
本
条
の
文
理

及
び
そ
の
制
定
経
緯
か
ら
以
下
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
一
九
六
八
年
の
本
条
の
制
定
時
に
公
開
買
付
け
に
関

す
る
「
詐
歎
的
、
歎
彌
的
も
し
く
は
相
場
操
縦
的
な
行
為
も
し

く
は
慣
行
」
の
み
な
ら
ず
、
重
要
事
実
に
関
す
る
不
実
表
示
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

び
重
要
事
実
の
省
略
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
。
し
か

も
法
文
上
、
明
ら
か
に
「
詐
歎
的
」
及
ぴ
「
歎
購
的
」
と
い
う

文
言
に
加
え
て
「
相
場
操
縦
的
」
と
い
う
文
言
が
存
在
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
の
立
場
で
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
に
な

　
　
＾
6
）

る
と
す
る
。
ま
た
同
判
決
は
本
条
の
唯
一
の
目
的
を
開
示
と
す

る
が
、
一
九
七
〇
年
に
「
詐
歎
的
、
欺
聴
的
も
し
く
は
相
場
操

縦
的
な
」
行
為
等
に
関
す
る
規
則
制
定
権
を
証
券
取
引
委
員
会

（
ω
8
昌
ま
窃
彗
O
向
賞
霊
長
①
O
o
冒
昌
げ
色
冒
）
に
与
え
る
改

正
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
本
条
の
開
示
目
的
を
拡
張
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

趣
旨
と
理
解
し
得
る
と
の
批
判
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
の

対
立
を
生
じ
さ
せ
る
根
源
は
、
改
正
の
趣
旨
及
び
一
四
条
e
項

の
目
的
を
い
か
に
解
す
る
か
と
い
う
点
に
帰
着
す
る
。
そ
こ
で

以
下
で
こ
の
点
に
関
し
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
そ
も
そ
も
、
公
開
買
付
市
場
に
お
い
て
は
公
開
買
付
考
が
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

数
の
場
合
、
価
格
は
一
方
的
に
設
定
さ
れ
る
。
ま
た
公
開
買
付

者
が
複
数
の
場
合
で
も
、
競
争
主
体
の
数
に
限
界
が
あ
る
の
で

流
通
市
場
と
同
様
な
競
争
原
理
の
作
用
は
望
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
さ
に
「
公
開
買
付
（
市
場
）
に
あ
っ
て
は
、
競
争
原
理
が
貫

徹
さ
れ
て
い
な
い
価
格
を
基
準
と
し
て
、
売
る
か
売
ら
な
い
か

　
　
　
　
　
　
＾
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

の
判
断
を
迫
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
公
開
員
付
老
は

そ
の
性
質
上
、
一
般
の
株
主
と
比
較
し
て
多
大
な
経
済
力
を
有

し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ぱ
、
公
開
員
付
け
を
実
施
す
る
た
め
に

は
相
応
の
資
金
力
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
公

開
買
付
け
を
な
す
主
体
と
他
の
主
体
と
の
間
に
経
済
力
の
大
き
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な
格
差
が
あ
る
の
で
あ
り
、
あ
る
主
体
に
経
済
力
が
集
中
す
る

が
故
に
「
ロ
ッ
ク
ア
ソ
プ
」
オ
プ
シ
目
ン
等
の
経
済
的
利
益
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
公
開

買
付
市
場
に
お
け
る
個
々
の
契
約
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

公
開
買
付
け
に
お
け
る
一
種
の
附
合
契
約
性
を
指
摘
し
得
る
。

つ
ま
り
、
契
約
当
事
老
間
に
お
け
る
実
質
的
対
等
性
が
欠
如
し

て
お
り
、
単
に
完
全
開
示
の
み
が
確
保
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る

と
す
る
と
合
理
的
な
投
資
判
断
を
妨
げ
、
ひ
い
て
は
公
開
買
付

市
場
に
お
け
る
イ
ン
テ
ィ
グ
リ
テ
ィ
ー
を
損
な
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
改
正
の
趣
旨
を
情
報
の
開

示
の
み
に
よ
る
投
資
老
保
護
と
解
す
る
こ
と
は
一
面
的
に
す
ぎ

　
　
○

よ
・
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
ま
た
、
投
資
老
（
株
主
）
の
合
理
的
な
投
資
判
断
の
機
会
を

確
保
す
る
側
面
か
ら
も
右
の
批
判
は
正
当
化
さ
れ
る
。
本
法
の

立
法
過
程
に
お
い
て
も
真
の
投
資
老
保
護
と
は
、
投
資
者
た
る

株
主
に
自
己
の
株
式
を
売
付
け
る
か
否
か
を
決
定
し
、
売
付
け

る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
相
手
方
を
（
複
数
の
公
開
買
付
老
の

中
か
ら
）
選
択
し
得
る
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

認
識
が
有
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
投
資
老
に
対
し
て

単
に
重
要
な
情
報
を
完
全
開
示
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
投
資

者
が
当
該
情
報
に
基
づ
い
て
合
理
的
な
判
断
を
な
し
得
る
機
会

　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
塑
言
す
れ
ぱ
、
改
正
の
趣
旨
に
は

公
開
買
付
け
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
意
思
決
定
老
（
ま
o
室
昌
・

昌
算
胃
）
と
し
て
投
資
老
を
位
置
付
け
、
こ
の
機
能
を
確
保
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
3
）

る
こ
と
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
仮
に
完
全
開
示

の
み
が
要
求
さ
れ
る
と
す
れ
ぱ
、
対
象
会
杜
や
公
開
買
付
者
の

な
丈
「
ロ
ヅ
ク
ア
ヅ
プ
」
の
行
為
に
よ
っ
て
投
資
老
は
合
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竈
）

な
投
資
判
断
の
機
会
を
実
質
的
に
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
故

に
右
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
完
全
開
示
の
み
で
は
不
十
分

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
改
正
の
趣
旨
を
完
全
開
示
に
限
定
し
な
い
立
場

に
よ
れ
ば
、
判
例
の
立
場
の
よ
う
に
一
〇
条
b
項
に
関
す
る
判

例
理
論
を
一
四
条
e
項
に
関
す
る
解
釈
論
に
持
ち
込
む
こ
と
自

体
不
当
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
判
例
の
立
場
に
よ
れ
ぱ
、
一
〇
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

b
項
の
目
的
は
完
全
開
示
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
四
条

e
項
は
公
開
買
付
け
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
そ
の
射
程
は
一
〇

　
　
　
　
　
（
珊
）

条
b
項
と
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
〇
条
b
項
に
関
す
る
判

例
理
論
を
継
承
し
つ
つ
、
一
四
条
e
項
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
」
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の
本
質
を
不
実
表
示
ま
た
は
不
開
示
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
は
ず
で
あ
る
。

　
一
四
条
e
項
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
」
の
本
質
を
不
実
表
示

ま
た
は
不
開
示
と
す
る
判
例
の
立
場
は
支
持
し
得
な
い
。

第
二
節
　
情
報
を
開
示
さ
れ
た
株
主
の
投
資
判
断
に
対
す
る
不

当
な
妨
害
を
本
質
と
す
る
見
解

　
こ
の
見
解
は
U
9
φ
　
串
o
訂
　
＞
8
巨
ω
三
昌
　
O
o
冒
　
く
。

U
斗
斗
き
し
篶
・
事
件
の
一
審
判
決
で
支
持
さ
れ
た
も
の
で

＾
1
7
）

あ
る
。
同
判
決
は
、
一
〇
条
b
項
の
分
析
を
公
開
買
付
け
の
局

面
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
そ
の
理
由

と
し
て
「
な
ぜ
な
ら
、
完
全
開
示
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

で
さ
え
、
公
開
買
付
け
の
争
い
（
8
邑
胃
o
津
胃
冨
巨
①
）
は
極

度
の
圧
迫
を
生
み
出
し
、
投
資
判
断
を
ゆ
が
め
た
り
妨
げ
さ
え

す
る
戦
術
（
＄
O
饒
易
）
を
必
然
的
に
伴
な
う
か
ら
で
あ
る
」
と

（
1
8
）

す
る
。
さ
ら
に
、
証
券
取
引
所
法
改
正
の
趣
旨
を
「
採
択
さ
れ

た
法
律
は
、
情
報
を
供
給
す
る
の
み
な
ら
ず
情
報
を
使
用
す
る

公
正
な
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
」

　
＾
1
9
）

と
す
る
。
ま
た
、
「
ロ
ヅ
ク
ァ
ッ
プ
」
オ
プ
シ
ョ
ン
の
無
効
性
を

検
討
す
る
過
程
に
お
い
て
、
改
正
の
趣
旨
を
、
投
資
老
へ
の
十

分
な
情
報
開
示
の
み
な
ら
ず
不
当
な
干
渉
な
し
に
公
開
買
付
け

に
お
い
て
選
択
を
な
し
得
る
こ
と
で
あ
る
旨
確
認
し
、
本
条
に

お
け
る
「
相
場
操
縦
」
を
「
情
報
を
開
示
さ
れ
た
株
主
が
投
資

判
断
を
な
す
こ
と
（
賀
胃
9
器
o
｛
ぎ
｛
冒
昌
＆
穿
印
轟
ぎ
5
彗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

9
0
－
8
）
を
不
当
に
妨
げ
る
行
為
に
限
定
す
る
」
と
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
本
判
決
に
は
一
定
の
「
ロ
ヅ
ク
ア
ヅ
プ
」
を
有
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肌
）

性
故
に
正
当
化
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
本

見
解
は
「
相
場
操
縦
」
の
本
質
を
株
主
が
情
報
開
示
に
基
づ
い

て
な
す
投
資
判
断
を
不
当
に
妨
害
す
る
行
為
と
す
る
の
で
あ
り
、

投
資
判
断
を
「
不
当
に
」
妨
げ
な
い
行
為
は
「
相
場
操
縦
」
に

該
当
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
本
見
解
は
、
改
正
の
趣
旨
を
完
全
開
示
に
限
定
せ
ず
に
株
主

の
投
資
判
断
の
確
保
に
ま
で
及
ぶ
と
す
る
点
で
高
く
評
価
し
得

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
の
「
相
場
操
縦
」
の
定
義
は

あ
い
ま
い
で
あ
り
、
株
主
の
投
資
判
断
を
「
不
当
に
」
に
妨
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

す
る
行
為
に
い
か
な
る
行
為
が
該
当
す
る
の
が
明
確
で
な
い
。

し
か
も
、
こ
の
見
解
は
「
ロ
ッ
ク
ア
ッ
プ
」
に
該
当
す
る
行
為

で
あ
っ
て
も
株
主
の
捜
資
判
断
を
「
不
当
に
」
妨
害
す
る
行
為

で
な
け
れ
ば
適
法
と
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
が
、
合
理
的
な
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投
資
判
断
を
妨
げ
な
い
「
ロ
ッ
ク
ァ
ヅ
プ
」
を
観
念
し
得
る
か

疑
問
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ぱ
、
こ
の
見
解
は
投
資
老
た
る
株

主
の
合
理
的
な
判
断
が
公
開
買
付
市
場
に
お
い
て
果
た
す
役
割

を
軽
視
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
故
に
、
こ
の
見
解
を

支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
節
　
対
象
会
杜
と
公
開
買
付
老
と
の
間
に
お
け
る
競
争
的

不
均
衡
を
本
質
と
す
る
見
解

　
こ
の
見
解
は
、
証
券
取
引
所
法
改
正
の
趣
旨
を
「
投
資
者
保

護
」
ま
た
は
「
株
主
の
投
資
判
断
（
の
保
護
）
」
と
捉
え
、
こ
れ

ら
を
敷
衙
し
て
固
有
の
目
標
（
名
8
昌
o
◎
亘
8
饒
き
）
を
重
要

事
実
の
開
示
及
び
対
象
会
杜
と
公
開
買
付
者
と
の
競
争
的
均
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

（
8
昌
肩
葦
尋
①
g
－
彗
8
）
の
確
保
の
二
つ
と
捉
え
る
。
こ
の

二
つ
の
目
標
を
結
合
さ
せ
か
つ
達
成
す
る
こ
と
に
よ
り
投
資
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

を
保
護
し
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
そ
し
て
対
象
会
杜
と
公

開
買
付
老
の
競
争
的
均
衡
に
よ
り
、
い
か
な
る
当
事
老
も
株
主

の
利
益
を
害
す
る
た
め
に
自
己
の
優
越
的
地
位
を
用
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

は
で
き
な
い
と
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ぱ
、
開
示
に
よ
っ
て

投
資
者
は
情
報
を
知
り
得
る
が
こ
の
よ
う
な
状
態
で
の
投
資
判

断
は
不
完
全
で
あ
る
と
解
し
、
対
象
会
杜
と
公
開
買
付
老
の
競

争
的
均
衡
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
実
質
的
な
投
資
判
断
の
機
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

会
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
相
場
操
縦
」
と
は

対
象
会
杜
と
公
開
買
付
老
と
の
間
の
競
争
的
均
衡
の
破
壊
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

図
す
る
い
か
な
る
行
為
を
も
含
む
と
す
る
。
そ
し
て
「
公
開
買

付
け
の
争
い
（
s
ぎ
o
く
胃
霊
；
①
）
に
お
い
て
一
方
当
事
老
に

不
公
正
な
（
量
塞
H
ε
優
位
性
を
与
え
る
い
か
な
る
戦
術
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

一
四
条
e
項
に
お
け
る
相
場
操
縦
で
あ
る
」
と
す
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
「
相
場
操
縦
」
の
本
質
を
対
象
会
杜
と
公
開
買
付
老
と

の
間
の
競
争
的
均
衡
の
破
壊
と
捉
え
る
見
解
と
評
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
、
競
争
的
均
衡
が
破
壊
さ
れ
た
か
否
か
を

「
不
公
正
な
優
位
性
」
の
有
無
を
基
準
と
し
て
決
定
す
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
公
正
な
優
位
性
が
な
い
「
ロ
ッ
ク
ア

ヅ
プ
」
の
存
在
を
肯
定
し
、
一
四
条
e
項
に
違
反
し
な
い
と

（
鴉
）

す
る
。

　
こ
の
見
解
も
、
改
正
の
趣
旨
を
究
極
的
に
は
投
資
者
た
る
株

主
の
合
理
的
投
資
判
断
の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
に
求
め
る
も

の
で
あ
り
高
く
評
価
し
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
競
争
的
均
衡

が
破
壊
さ
れ
た
か
否
か
の
決
定
基
準
「
不
公
正
な
優
位
性
」
と

い
う
概
念
自
体
、
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
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な
い
。
し
か
も
、
い
か
な
る
「
ロ
ヅ
ク
ア
ッ
プ
」
も
何
ら
か
の

優
位
性
を
公
開
買
付
老
に
付
与
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
競
争
的

均
衡
が
破
壊
さ
れ
た
と
解
す
る
の
が
素
直
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
「
不
公
正
な
優
位
性
」
が
存
在
し
な
い
場
合
が
あ
る
と
し

て
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
や
は
り
、
市

場
に
お
け
る
意
思
決
定
老
と
し
て
の
投
資
老
が
な
す
合
理
的
な

投
資
判
断
の
重
要
性
を
真
の
意
味
で
把
握
し
て
い
な
い
見
解
と

評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
故
に
、
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

第
四
節
　
価
格
へ
の
人
為
性
を
本
質
と
す
る
見
解

　
こ
の
見
解
は
公
開
買
付
市
場
に
お
け
る
価
格
へ
の
人
為
性
を

相
場
操
縦
の
本
質
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
公
開
買
付

け
を
行
う
に
は
相
応
の
資
金
力
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
公
開
買

付
者
と
投
資
者
た
る
株
主
と
の
間
に
は
経
済
力
に
基
づ
く
実
質

的
な
不
均
衡
が
存
在
す
る
。
こ
れ
を
個
々
の
契
約
の
側
面
か
ら

考
察
す
る
と
、
公
開
買
付
け
は
経
済
力
の
格
差
を
背
景
に
一
方

当
事
考
が
他
方
当
事
老
に
対
し
て
あ
た
か
も
附
合
契
約
の
よ
う

に
一
方
的
に
契
約
内
容
を
定
め
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
来
な
ら

ぱ
両
当
事
老
の
実
質
的
対
等
性
を
確
保
す
る
よ
う
な
法
形
式
が

と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
公
開
員
付
け
は
そ
の
性
質

上
、
あ
ら
か
じ
め
一
方
的
に
価
格
等
の
契
約
条
件
を
提
示
す
る

形
態
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
言
い
換
え
れ
ぱ
、
投
資
老
た
る

株
主
は
そ
の
契
約
条
件
に
も
と
づ
く
申
込
に
応
じ
る
か
拒
絶
す

る
か
と
い
う
範
囲
内
で
合
理
的
な
投
資
判
断
を
し
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
範
囲
内
で
彼
が
合
理
的
判

断
を
な
し
得
る
よ
う
な
解
釈
論
が
取
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

価
格
は
投
資
者
が
投
資
判
断
を
な
す
に
あ
た
っ
て
基
準
と
な
る

重
要
な
要
素
で
あ
る
。
価
格
は
流
通
市
場
の
よ
う
に
多
数
の
投

資
考
の
投
資
判
断
が
集
中
し
、
需
要
と
供
給
の
均
衡
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
公
開
員
付
け
は
そ
の
性
質

上
、
一
方
的
価
格
を
設
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
通
常
、
そ
の
価

格
は
流
通
市
場
に
お
け
る
価
格
に
付
加
価
値
を
加
え
た
価
格
と

な
ろ
う
。
こ
の
付
加
価
値
の
部
分
が
問
題
な
の
で
あ
。
る
。
こ
の

部
分
が
「
ロ
ヅ
ク
ア
ッ
プ
」
の
よ
う
な
対
象
会
杜
か
ら
公
開
買

付
老
に
対
し
て
付
与
さ
れ
た
経
済
的
利
益
に
基
づ
か
な
い
も
の

で
あ
れ
ぱ
、
こ
の
価
格
に
基
づ
く
投
資
判
断
は
合
理
的
と
言
え

＾
3
0
）

よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
付
加
価
値
た
る
部
分
に
影
響
を
及

ぽ
す
「
ロ
ッ
ク
ア
ッ
プ
」
の
よ
う
な
人
為
的
行
為
は
相
場
操
縦
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と
し
て
排
除
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
切
よ
う

な
価
格
へ
の
人
為
性
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
完
全
開
示
の
み

で
は
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
為
的
行
為

が
行
わ
れ
た
こ
と
が
開
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
合

理
的
投
資
判
断
の
基
準
た
る
価
格
に
対
す
る
人
為
的
影
響
は
残

存
し
た
ま
ま
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
価

格
に
対
す
る
人
為
的
行
為
を
排
除
す
る
こ
と
が
公
開
買
付
市
場

に
お
け
る
相
場
操
縦
規
制
の
任
務
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
公
開

買
付
市
場
に
お
け
る
「
相
場
操
縦
」
の
本
質
は
価
格
に
対
す
る

人
為
性
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
見
解
の
代
表
例
で

も
あ
る
竃
o
巨
O
o
『
P
‘
竃
胃
凹
亭
9
9
－
O
o
。
判
決
の
多
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
1
）

意
見
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
判
旨
を
概
観
し
よ
う
。

同
判
決
は
、
一
〇
条
b
項
は
公
開
員
付
け
と
い
う
よ
り
は
む
し

ろ
証
券
の
購
入
又
は
売
却
に
関
す
る
の
で
も
あ
る
が
「
相
場
操

縦
」
に
対
す
る
文
言
が
一
四
条
e
項
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る

　
　
　
（
3
2
）

点
を
指
摘
し
、
「
相
場
操
縦
」
と
は
人
為
的
手
段
即
ち
供
給
と
需

要
の
自
然
な
均
衡
（
亭
①
量
g
s
一
｛
o
『
8
ω
o
｛
讐
o
旦
＜
彗
o

宗
昌
竃
α
）
と
は
無
関
係
な
手
段
に
よ
っ
て
証
券
市
場
又
は
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

券
の
価
格
へ
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

目
的
要
件
に
関
し
て
、
同
目
g
俸
卑
易
一
‘
＝
o
o
巨
①
5
胃
判

決
及
び
ω
竃
訂
黒
－
己
易
ま
①
9
宇
o
．
く
．
9
①
g
判
決
の
判
例

理
論
を
継
承
す
る
。
本
件
オ
プ
シ
冒
ン
は
、
公
開
買
付
市
場

（
箒
己
胃
　
o
ま
『
冒
胃
ぎ
一
）
に
お
い
て
人
為
的
な
天
井
価
格

（
胃
巨
R
巨
o
ユ
8
8
旨
目
①
q
）
を
作
出
す
る
効
果
が
あ
る
が
故

に
本
条
の
「
相
場
操
縦
的
行
為
ま
た
は
憤
行
」
に
該
当
す
る
と

（
銅
）

し
た
。
な
お
、
「
相
場
操
縦
的
」
策
略
を
単
に
完
全
開
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
本
条
を
遵
守
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
改
正
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

の
趣
旨
に
反
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
本
判
決
は
「
相
場
操
縦
」
の
本
質
を
価
格
へ
の
人
為
性
と
解

し
て
い
る
点
で
高
く
評
価
で
き
る
。
だ
が
改
正
法
の
趣
旨
ば
完

全
開
示
に
限
定
さ
れ
な
い
旨
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
四
条
e
項
と
一
〇
条
b
項
の
類
似
性
を
あ
げ
て
い
る
点
は
不

適
当
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
改
正
の
趣
旨
が
完
全
開
示
に

限
定
さ
れ
な
い
と
解
す
る
な
ら
ぱ
、
両
規
定
の
目
的
は
お
の
ず

と
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ぱ
、
相
場
操
縦
の
目
的

要
件
に
関
し
て
一
〇
条
b
項
に
関
す
る
判
例
理
論
に
拘
束
さ
れ

る
謂
わ
れ
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
故
に
、
公
開
買
付
市
場
に
お

け
る
「
相
場
操
縦
」
と
は
、
公
開
買
付
市
場
に
お
け
る
価
格
に
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対
し
て
人
為
的
な
影
響
を
与
え
る
印
的
で
な
さ
れ
る
行
為
と
定

　
　
　
＾
脆
）

義
し
得
る
。

　
こ
の
見
解
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
「
ロ
ッ
ク
ア
ヅ
プ
」
が
公

開
買
付
老
に
対
し
て
付
与
さ
れ
．
れ
ぱ
よ
り
高
い
価
格
で
公
開
買

付
け
が
行
わ
れ
る
の
で
、
株
主
に
と
っ
て
有
利
で
は
な
い
か
と

い
う
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
確
か
に
、
よ
り
高
い
価
格
を
員
付

条
件
に
し
た
公
開
買
付
老
の
方
に
株
主
は
株
式
を
売
付
け
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
発
行
市
揚
・
流
通
市
場
・
公
開
買

付
市
場
を
と
お
し
て
市
場
の
イ
ン
テ
ィ
グ
リ
テ
ィ
ー
を
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
イ
ン
テ
ィ
グ
リ
テ
ィ
ー
を
確
保
す

る
た
め
の
前
提
要
件
と
し
て
投
資
老
の
投
資
判
断
に
対
す
る
人

為
的
影
響
の
不
存
在
が
あ
る
。
そ
し
て
、
投
資
判
断
の
ひ
と
つ

の
基
準
と
し
て
買
付
価
格
が
あ
げ
ら
れ
る
。
人
為
的
影
響
が
な

い
価
格
を
基
準
と
し
て
な
さ
れ
た
投
資
判
断
は
合
理
的
な
も
の

と
い
い
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
投
資
判
断
の
基
準
た
る
価
格
に

対
し
て
人
為
的
な
影
響
が
存
在
す
る
場
合
に
は
も
は
や
当
該
投

資
判
断
は
合
理
的
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
価

格
が
株
主
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
て
も
、
「
ロ
ヅ
ク
ア
ツ
プ
」
に

よ
っ
て
本
来
あ
る
べ
き
価
格
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、

そ
の
価
格
を
基
準
と
し
て
投
資
判
断
を
な
す
株
主
が
「
ロ
ッ
ク

ア
ッ
プ
」
が
行
わ
れ
な
け
れ
ぱ
本
来
自
己
の
株
式
を
売
付
け
な

い
相
手
に
売
付
け
る
蓋
然
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ

の
状
態
に
お
い
て
公
開
買
付
市
場
に
お
け
る
投
資
老
た
る
株
主

が
合
理
的
判
断
を
な
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
こ
の
こ

と
は
、
流
通
市
場
に
お
け
る
イ
ン
テ
ィ
グ
リ
テ
ィ
ー
確
保
の
観

点
か
ら
も
説
明
し
得
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
公
開
買
付
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帥
〕

揚
の
価
格
は
流
通
市
場
に
も
影
響
を
及
ぽ
す
。
し
た
が
っ
て
、

「
ロ
ヅ
ク
ア
ヅ
プ
」
を
使
用
し
て
公
開
買
付
け
の
価
格
を
釣
り

上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
流
通
市
場
の
価
格
を
釣
り
上
げ
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
「
ロ
ッ
ク
ア
ヅ
プ
」
は
流
通
市
場
の
価
格
操

作
を
も
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
に
は
、
公
開
買
付
市
場
に
お
け
。
る
価
格
に
対
す
る
人
為
的
な

影
響
を
排
除
し
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
相
場
操
縦
規
制
に

よ
っ
て
「
ロ
ヅ
ク
ア
ッ
プ
」
を
駆
遂
す
る
こ
と
に
よ
り
価
格
か

ら
人
為
的
な
影
響
を
排
除
し
て
合
理
的
な
投
資
判
断
の
機
会
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
は

市
場
の
イ
ン
テ
ィ
グ
リ
テ
ィ
ー
確
保
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
公
開
買
付
市
場
に
お
け
る
合
理
的
投
資
判

163



（164〕
一橋論叢 第108巻第1号 平成4年（1992年）7月号

断
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
、
「
相
場
操
縦
」
の
本
質
を
公
開
買
付

市
場
に
お
け
る
価
格
へ
の
人
為
性
と
解
す
べ
き
で
。
あ
る
。

（
1
）
　
な
お
、
こ
の
分
類
は
、
Z
o
亘
§
幅
卜
餐
、
喜
県
卜
o
碁
－

　
§
㎞
§
昏
、
9
ミ
§
崖
（
雨
）
ミ
、
守
雨
§
、
§
§
｛
㌧
〇
二

望
ぎ
9
轟
ぎ
ω
§
雪
墨
ミ
声
俸
；
＞
睾
■
．
寄
く
・
－
員

嵩
o
－
H
s
（
H
竃
｛
）
に
よ
っ
た
。

一
2
一
ミ
N
∈
．
ω
－
H
（
H
竃
蜆
）
．

（
3
）
軍
o
二
．

（
4
）
崖
』
二
〇
－
鼻

一
5
一
ド
雲
N
員
↓
竃
；
峯
畠
旨
8
司
胃
勇
寄
o
．

　
　
o
■
＞
ヨ
o
之
蜆
宣
（
N
目
o
＆
一
H
竈
o
）
．

（
6
）
軍
箒
塞
蜆
．

（
7
）
軍

（
8
）
　
上
村
達
男
「
投
資
老
保
護
概
念
の
再
検
討
　
　
自
己
責
任

　
原
則
の
成
立
根
拠
l
」
専
修
法
学
論
集
第
四
二
号
一
六
頁
参

　
照
。

（
9
）
　
同
上
　
ニ
ハ
ー
一
七
頁
。

（
1
0
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
な
お
、
古
山
正
明
「
公

　
開
買
付
」
『
証
券
取
引
法
』
一
〇
八
頁
を
参
照
。

（
u
）
　
z
g
9
ω
自
o
『
凹
目
o
8
ピ
箒
旨
①
．

（
1
2
）
　
H
α
．

（
1
3
）
　
軍

（
1
4
）
　
5
．
牡
－
ミ
．

（
1
5
）
　
例
え
ぱ
、
ω
彗
冨
票
－
ま
島
弐
9
9
5
o
、
く
．
O
鳥
9
判
決

　
（
畠
o
戸
ω
．
杜
竃
（
岩
ミ
）
）
を
参
照
。

（
1
6
）
　
峯
9
ω
9
b
巷
§
“
§
氏
“
魯
§
婁
ざ
§
ミ
き
、
§
δ

　
s
ミ
、
き
“
ミ
ミ
ざ
§
吻
ト
ミ
、
㎞
ま
ミ
｝
ミ
o
ミ
ト
管
ぎ
急
き
ミ
曹
ミ
・

　
ぎ
嵩
O
き
ω
㎝
く
レ
2
U
I
■
寄
く
一
昌
O
〇
一
；
竃
（
岩
O
O
N
）
．

（
1
7
）
　
塞
o
o
句
－
ω
＝
o
P
嵩
窒
（
－
竃
ω
）
－

（
1
8
）
　
ざ
－
呉
旨
宣
．

（
1
9
）
　
5
．
9
旨
ミ
ー

（
2
0
）
　
竃
．
呉
旨
竃
‘

（
2
1
）
　
旨
－
黒
旨
8
－
旨
雪
1

（
2
2
）
　
Z
◎
貝
ω
ξ
冨
冒
訂
H
ら
；
寄
を
参
照
。

（
2
3
）
　
巨
．
斗
H
窒
－

（
別
）
　
巨

（
2
5
）
　
旨
－
黒
H
署
‘

（
2
6
）
　
軍

（
2
7
）
　
旨
．
斗
崖
9

（
2
8
〉
－
P

（
2
9
）
　
巨
－
呉
定
ω
．

（
3
0
）
　
も
ち
ろ
ん
他
の
条
件
も
適
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提

　
で
あ
る
。

（
3
1
）
　
8
㊤
向
』
o
ω
3
（
－
轟
－
）
．

（
3
2
）
　
冒
．
9
ω
お
1
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（
3
3
）

（
3
4
）

（
3
5
）

（
3
6
）

　
る
。

（
3
7
）

－
庄
一
四
↓
ω
ベ
ム
一

－
o
l
申
一
ω
刊
蜆
－

－
O
．
凹
一
ω
↓
ド

ミ
9
ω
9
ω
ξ
冨
昌
冨
H
9
斗
－
旨
H
も
類
似
の
見
解
を
と

古
山
・
前
掲
（
1
0
）

結
　
語

一
〇
八
－
一
〇
九
頁
を
参
照
。

　
以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
．
公
開
員
付
市
場
に
お
け
る
相
場
操

縦
と
は
、
公
開
買
付
市
場
に
お
け
る
価
格
に
対
し
て
人
為
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

影
響
を
与
え
る
目
的
で
な
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
証
券
取
引
法
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
一

九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一
四
条
e
項
と
類
似
す
る
規
定
は
存

在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
が
国
に
も
公
開
買
付
時
に
お
け
る

相
場
操
縦
を
規
制
す
る
規
定
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
が
、
一
四

条
e
項
を
そ
の
ま
ま
継
受
し
て
ま
っ
た
く
同
様
の
規
定
を
定
め

る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
項
は
＞
鼻
一
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

宇
警
o
規
定
の
一
種
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
が
た
め
に
、
証
券
取
引
所
法
改
正
の
趣
旨
と
も
か
ら
ん
で

判
例
の
よ
う
に
相
場
操
縦
の
本
質
を
不
実
表
示
ま
た
は
不
開
示

と
解
す
る
見
解
が
生
じ
て
き
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
7
メ
リ

カ
に
お
い
て
も
、
一
四
条
e
項
を
立
法
的
措
置
に
よ
っ
て
判
例

の
見
解
に
よ
る
拘
束
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
存
在
す

る
。
こ
の
見
解
は
自
己
宛
公
開
買
付
け
を
規
制
す
る
こ
と
を
主

な
趣
旨
と
す
る
も
の
の
、
「
本
項
前
段
に
限
り
、
『
相
場
操
縦
的
』

と
い
う
文
言
は
不
実
表
示
ま
た
不
開
示
に
基
づ
く
行
為
も
し
く

は
慣
行
に
限
定
さ
れ
な
い
」
と
い
う
文
言
を
一
四
条
e
項
に
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

加
す
る
改
正
を
提
唱
し
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
立
法
に
お

い
て
も
参
考
と
な
り
得
る
興
味
深
い
見
解
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
公
開
買
付
市
場
に
お
け
る
価
格
に
対
し
て
人
為
的
影
響

を
与
え
る
目
的
で
な
さ
れ
る
行
為
を
規
制
す
る
立
法
が
望
ま
れ

る
。

　
ま
た
、
「
ロ
ッ
ク
ア
ッ
プ
」
を
付
与
し
て
他
の
公
開
員
付
者
よ

り
高
い
価
格
で
員
付
け
る
行
為
は
商
法
二
一
〇
条
の
自
己
株
取

得
禁
止
に
違
反
す
る
と
構
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え

る
。
そ
も
そ
も
、
本
条
が
設
け
ら
れ
た
趣
旨
の
一
つ
に
相
場
操

縦
の
弊
害
防
止
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
ロ
ッ
ク
ア
ッ
プ
」
自
体
が

公
開
買
付
市
場
に
お
け
る
相
場
操
縦
に
該
当
す
る
こ
と
は
前
章

ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
「
ロ
ヅ
ク
ア
ヅ
プ
」
に
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裏
づ
け
ら
れ
た
公
開
買
付
け
は
自
己
の
計
算
に
よ
る
第
三
老
の

取
得
と
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
本
条
の
趣

旨
に
合
致
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　
公
開
買
付
市
場
に
お
い
て
は
、
狭
義
の
安
定
操
作
は
存
在
し

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
純
粋
な
意
味
で
相
場
操
縦
の
本
質

を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
開
買
付
市
場
に
お
け
る
価
格

に
対
し
て
人
為
的
影
響
を
与
え
る
目
的
で
な
さ
れ
る
行
為
を
相

場
操
縦
と
捉
え
る
こ
と
が
他
の
市
場
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ

，
す
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
）
幸
①
尿
9
b
昏
§
“
§
完
“
魯
o
ミ
竃
蜆
ざ
饒
ミ
昏
、
§
δ

　
亀
ミ
、
§
§
ミ
ぎ
§
㎞
ト
ミ
、
吻
～
ミ
｝
ミ
o
ミ
ト
窓
ぎ
包
き
s
曹
ミ
ー

　
ざ
詑
o
ミ
一
ω
蜆
＜
＞
2
0
一
－
。
肉
向
く
．
H
o
o
〇
一
H
－
N
H
（
－
岨
o
0
N
）
も
類
似
の

　
見
解
を
と
る
。

（
2
）
㎝
■
－
8
ω
俸
－
留
巨
婁
姜
ら
両
o
舅
冒
易
雰
o
－

　
昌
＞
ヨ
◎
z
曽
8
（
ω
己
＆
．
岩
o
o
）
を
参
照
。

（
3
）
ヨ
豪
一
9
5
§
§
§
、
旨
§
－
』
、
§
§
、
さ
二

　
き
ぎ
§
、
き
ミ
§
o
§
§
§
｝
亀
§
ミ
軋
ミ
§
、
b
嵩
§
季

　
H
o
∈
．
O
＞
－
O
＞
く
－
ω
－
．
宛
同
く
一
ω
o
ω
－
o
o
ω
o
o
　
（
H
o
o
o
①
）
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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